
議案第６７号 

さいたま市中小企業融資条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市中小企業融資条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２９年２月７日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

   さいたま市中小企業融資条例の一部を改正する条例 

 さいたま市中小企業融資条例（平成１３年さいたま市条例第２２５号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ この条例において「創業者」とは、中小企業等

経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第

３項第１号に規定する者であって事業を開始する

日に中小企業者となるもの、同項第２号又は第３

号に規定する者であって事業を開始する日に中小

企業者となる会社を設立するもの及び同条第４項

第１号又は第２号に規定する者であって中小企業

者であるものをいう。 

２ この条例において「創業者」とは、中小企業の

新たな事業活動の促進に関する法律（平成１１年

法律第１８号）第２条第２項第１号に規定する者

であって事業を開始する日に中小企業者となるも

の、同項第２号又は第３号に規定する者であって

事業を開始する日に中小企業者となる会社を設立

するもの及び同条第３項第１号又は第２号に規定

する者であって中小企業者であるものをいう。 

３ ［略］ ３ ［略］

（融資の種類） （融資の種類） 

第４条 融資の種類は、次のとおりとする。 第４条 融資の種類は、次のとおりとする。 

～  ［略］   ～  ［略］

 中小企業経営力強化資金融資 

 ［略］  ［略］

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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